
R6.4.1 改定 

 
 

 

 

御所湖広域公園では、町場地区園地のみで火気を取り扱うことができます 

バーベキューをはじめ煮炊き等に火気を使用する者は、下記の要領に則り利用願います 

 

受  付  ① センターハウス内 事務所窓口にて受付簿に記入 

     名前、住所、連絡先、利用時間、利用人数、注意事項同意確認 

   ② 係員から利用上の注意事項を聞く。ナンバーカードを受領 

   ③ 終了時にナンバーカードを事務所窓口のケースに返却 
 

受付時間 

 

利用料金  無料 

 

注意事項 

① 炊事棟までの車両進入は、障害者専用のため禁止とさせていただきます。 

テント・タープ・食材などの持ち込みは、歩行にてお願いします。 

② 直火は禁止。卓上コンロ、脚付きグリル等を用いて利用してください。 

薪の使用は禁止とします。芝生の焼け焦げに注意してください。 

③ 残食・残材・アルミホイル等のゴミは全て持ち帰り願います。 

灰・燃え残りの炭等は、消火せずに炊事棟わきの灰入れ箱に捨ててください。 

その際、やけどに注意しましょう。 

④ 場所は、指定するエリア内に限ります。東屋、テント、炊事棟内では利用できません。 

⑤ 飲酒等による大声、悪ふざけ等、他の利用者の迷惑になる行為は慎んでおやめください。 

⑥ バーベキュー等火気の使用は、11 月最終日曜日までです。 

 

 

町場地区園地センターハウス Tel 019-692-6011 

御所湖広域公園 管理事務所 Tel 019-692-4855 

盛岡西警察署 御所駐在所 019-692-2205 

 平 日 土日祭日 利用終了時刻 

４～10 月 10:00～14:０0 9:00～14:０0 16:00 

11 月 

最終日曜日まで 
10:00～13:０0 9:00～13:０0 15:00 


